
 

愛知県国民保護計画変更の概要 

 
１ 経緯 

 愛知県国民保護計画について、統計の時点修正、表記の整理等を行うた

め、国との協議を経て、令和５年１０月２日付けで変更した。 

○愛知県国民保護計画（２００６年２月作成） 

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（国民保護

法）に基づき、国民保護措置の実施体制、住民の避難等を定めたもの。 

○軽微な変更 

各変更項目は、国への事前協議により、国民保護法施行令に基づいて「軽微」

「要協議」のいずれかに判定される。 

 「要協議」とされた場合は、県国民保護協議会に計画変更の諮問を要する。 

 

２ 主な変更内容 
（１）市町村長が避難行動要支援者の保護等を適切に行うために必要と

なる重症心身障害児や医療的ケア児の把握方法等の追記 

（２）人口等統計数値の時点修正 

（３）会議の名称変更（「愛知県国民保護対策本部員会議」を「愛知県国

民保護対策本部会議」に変更） 等 

 


